
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  保育士等に対する助成金                  

Ｑ：市町村が保育士に助成金を支給した場

合の取扱いが明らかになったそうですが、ど

のようになったのですか？                                 

                                              

Ａ：雑所得になり、源泉徴収は不要とされ

ました。 

【解説】 

この取扱いは、広島国税局に対して事前照

会制度を通じて明らかになったものです。 

照会は、地方自治体が、私立保育所に勤務

する保育士、保育教諭及びその他の職員(保育

士等)に対し、保育人材の確保、定着及び離職

防止を図ることを目的として、助成金を支給

する場合のその助成金の所得区分及び源泉徴

収の取扱いがどうなるのかについてされたも

のです。 

助成金の支給対象者は、次の者で助成金の

額は年額３万円です。 

①助成制度の実施期間内の各年３月１日にお

いて、対象保育所に保育士等として在籍し

ていること 

②対象保育所において、１年以上の期間の労

働契約を結んでおり、１日６時間以上かつ

月20日以上常態的に継続して勤務している

こと  

③対象保育所を適用事業所とする社会保険の

被保険者であること 

 国税局は、この所得を雑所得として扱い、

源泉徴収は必要ないと回答しました。 
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